
魚津市告示第107号 

 

魚津市介護あんしんアパート整備事業費補助金交付要綱の一部 

改正について 

魚津市介護あんしんアパート整備事業費補助金交付要綱（平成20年魚津市

告示第31号）の一部を次のように改正する。 

 

令和３年３月31日 

 

魚津市長  村椿  晃   

 

 

 

様式第１号、様式第４号及び様式第６号を次のように改める。



様式第１号（第６条関係） 

  年  月  日 

魚津市長 あて 

 

申請者 

住所 

名称 

代表者氏名        

 

年度魚津市介護あんしんアパート整備事業費補助金交付申請書 

 

    年度において魚津市介護あんしんアパート整備事業を実施したいので、

魚津市介護あんしんアパート整備事業費補助金 金        円を交付さ

れるよう魚津市補助金等交付規則第３条の規定により、次の関係書類を添えて申

請します。 

 

 

関係書類 

１ 補助金所要額調書（様式第２号） 

２ 事業計画書（様式第３号） 

３ 事業収支予算書 

４ 配置図、平面図、立面図 

５ その他参考



 

様 式 第 ４ 号 （ 第 ８ 条 関 係 ）  

    年   月   日  

魚 津 市 長  あ て  

 

申 請 者            

住 所  

名 称  

代 表 者 氏 名         

 

    年 度 魚 津 市 介 護 あ ん し ん ア パ ー ト 整 備 事 業 費  

補 助 金 変 更 交 付 申 請 書  

 

 

     年   月   日 付 け 魚 津 市 指 令  第   号 で 魚 津 市 介 護 あ ん

し ん ア パ ー ト 整 備 事 業 費 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 通 知 が あ っ た    年 度 魚

津 市 介 護 あ ん し ん ア パ ー ト 整 備 事 業 を 別 紙 変 更 計 画 書 の と お り 実 施 し た い

の で 、 補 助 金 を 金        円 に 変 更 交 付 さ れ た く 申 請 し ま す 。  

 

 

 

関 係 書 類  

１  補 助 金 変 更 額 調 書 （ 様 式 第 ５ 号 ）  

２  事 業 変 更 計 画 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

３  事 業 収 支 予 算 書  

４  配 置 図 、 平 面 図 、 立 面 図  

５  そ の 他 参 考 資 料  



 

様式第６号（第10条関係） 

    年   月   日 

魚津市長 あて 

 

申請者        

住所 

名称 

代表者氏名            

 

    年度魚津市介護あんしんアパート整備事業費補助金実績報告書 

 

    年   月   日付け魚津市指令 第   号で魚津市介護あんしんアパ

ート整備事業費補助金の交付の決定の通知があった  年度魚津市介護あんしん

アパート整備事業について、魚津市補助金等交付規則第12条の規定により、その

実績を次の関係書類を添えて報告します。 

 

関係書類 

１ 補助金精算額調書（様式第７号） 

２ 事業実績報告書（様式第８号） 

３ 事業収支決算書（見込書） 

４ 配置図、平面図、立面図 

５ その他参考資料 

 

 

 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の様式（以下「旧様式」と

いう。）により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によ

るものとみなす。 

３ この告示の施行の際、旧様式による用紙で現に残存するものは、当分の

間所要の調整をして使用することができる。 

 

 


